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1. 総合大雄会病院の沿革と理念

総合大雄会病院は愛知県一宮市に立地しています。一宮市は名古屋のベッドタウンとして人口

が増加しており名古屋市、豊田市、岡崎市に次ぎ愛知県で 4番目に人口の多い市です（2015 年

国勢調査）。総合大雄会病院から最寄りの尾張一宮駅までは徒歩約 10 分、さらに名古屋駅までは

快速電車で約 10分、中部国際空港セントレアへは直通電車で約 50 分と交通の便に恵まれていま

す。  

総合大雄会病院の歴史は古く、1924 年に岩田医院として開設され、1929 年には国産第一号レ

ントゲン「比叡号」を全国で最初に導入し岩田レントゲン科に改称されました。その後、1966

年に医療法人大雄会を設立し、1968 年に病床数 200 床の伊藤放射線病院となりました。1972 年

には愛知県の民間病院で初の「総合病院」名称の使用許可を受け、1974年に現在の総合大雄会

病院に改称されました。

総合大雄会病院は 2010年に救命救急センター（三次救急医療）および地域中核災害医療セン

ターに指定、2011 年には地域医療支援病院に認定されました。ヘリポートを兼ね備え、周辺地

域からドクターヘリによる重度外傷の搬送も受け入れ、尾張西部医療圏の中核病院として救急医

療、先進医療、予防医療の充実に取り組んでいます。

関連施設として、2007年には名古屋駅近くに人間ドック等の健診施設として大雄会ルーセン

トクリニックを開設しています。

大雄会病院の基本理念は、「思いやりの心を持った患者さん中心の良質な医療・介護を提

供」であり、良質かつ安全で心のこもった医療を提供できる医師の育成を行っていきます。 

2. 総合大雄会病院整形外科専門研修の特徴

総合大雄会病院整形外科では 2017年から暫定的にスタートした新専門医制度に先立ち、2011 年

より従来型研修プログラムでも後期研修医を迎え、指導教育を行ってきました。個人の能力にも

よりますが、年間 120例以上の手術を執刀医として経験した研修医師もいます。研修方略（附属

資料 6）では、研修期間全体で「160 例以上を経験すること、そのうち術者としては 80例以上 

を経験すること」と定められているので、いかに多くの症例が経験できるかがわかると思いま

す。  

整形外科の基本である外傷はもちろんですが、学習の進行度合いによっては、関節再建や脊椎

手術なども術前計画段階から、手術、リハビリテーションまで一貫した診療を行うことができま

す。また，学会活動にも力を入れており、年間 10 件前後の学会発表を行っています。専攻医に

も年 1回以上の学会発表ができるように指導していきます。  

総合大雄会病院整形外科の 2017年度および 2018年度の手術症例件数は 1,500 件を超えており、

このうち外傷関連の手術が約 700件を占めています。また、人工関節センターでは九州などの遠

隔地からも手術を希望して受診されるため、年間 240 例の手術を行っており、愛知県一の手術件

数を誇っています。当院には様々な疾病・変性疾患・外傷患者が受診し、救急車で搬送されま

す。脊椎手術も年間約 100 件行っています。元々は繊維業で栄えた街の名残もあり、近年でも工

場での上肢外傷も多く搬送されるため、手の外科手術が多いという地域的な特徴もあります。 

このように、総合大雄会病院整形外科は各専門分野の医師が各々の専門性を生かした治療を行

うと共に、毎朝のカンファレンス、週 1回の勉強会で互いの専門性を生かした意見交換を行い、

運動器の機能回復を一番に考えた診療を行っています。また、2018 年度から外傷整形外科、関

節外科、手の外科、脊椎外科の専門性に加えて、救命救急センターとより密接な協力体制をとる
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意向から「運動器再建・外傷センター」へと科の名称を変更し、さらなる救急医療の重点化を目

指しています。  

連携施設として名古屋市立大学病院をはじめ名古屋市立大学医学部附属東部医療センター、

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター、名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院、 名

古屋市立大学医学部附属みらい光生病院、名鉄病院、名古屋市立大学医学部附属リハビリテー

ション病院、春日井市民病院、小牧市民病院、公立陶生病院、 海南病院、知多厚生病院、稲沢

厚生病院、豊橋医療センター、豊川市民病院、大垣市民病院、中濃厚生病院、いなべ総合病

院、名古屋徳洲会総合病院、名古屋共立病院、菰野厚生病院、蒲郡市民病院、 新百合ヶ丘総合

病院、総合南東北病院、大阪大学医学部附属病院、大阪労災病院、大阪急性期・総合医療セン

ター、大阪病院、星ヶ丘医療センター、大阪医療センターの協力の下、エビデンスに基づいた

最先端の知識と技術を修得し、地域医療における病診連携、病病連携のあり方を理解し実践す

る、視野の広い整形外科診療を経験することができます。

3.1 到達目標（修得すべき知識・技能・態度など）  

1) 専門知識

専攻医は、整形外科研修カリキュラムに沿って研修し、整形外科専門医として、あらゆる運

動器に関する科学的知識と高い社会的倫理観と、進歩する医学の新しい知識を修得できるよ

うに、幅広く基本的、専門的知識を修得します。

2) 専門技能

専攻医は、整形外科研修カリキュラムに沿って研修し、整形外科専門医として、あらゆる運

動器に関する幅広い基本的な専門技能（診察･検査･診断･処置･手術等）を身につけます。  

3) 学問的姿勢

一般目標として、臨床的な疑問点を見出し解明しようとする意欲を持ち、その解答を科学的に

導き出し、論理的に正しくまとめる能力を修得するため、以下の行動目標を定めています。 

[行動目標]  

(1) 経験症例から研究テーマを立案しプロトコールを作成できる。

(2) 研究に参考となる文献を検索し、適切に引用することができる。

(3) 結果を科学的かつ論理的にまとめ、口頭ならびに論文として報告できる。

(4) 研究・発表媒体には個人情報を含めないように留意できる。

(5) 研究・発表に用いた個人情報を厳重に管理できる。

(6) 統計学的検定手法を選択し、解析できる。

4) 医師としての倫理性，社会性

一般目標として、医師が守るべき法律と医師に求められる倫理規範を理解し、遵守できるよ

うになるため、以下の行動目標を定めています。  

[行動目標] 

(1) 医師法等で定められた医師の義務を理解する。

(2) 医療法の概略、特に療養担当規則を理解する。

(3) 医療行為に関する上記以外の法律(健康保険法・薬事法など)を十分に理解し、遵守でき

る。

(4) 医療倫理、医療安全の重要性を理解し実践できる。

(5) DOH (Declaration of Helsinki)、日本医師会の「医の職業倫理綱領」を理解する。
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(6) 患者やその家族と良好な信頼関係を確立することができる。

さらに、患者およびその家族と良好な信頼関係を築くことができるようコミュニケーション

能力と協調による連携能力を身につけること、医療職スタッフとのコミュミケーション能力

を身につけ、関連する医療従事者と協調・協力してチーム医療を実践することを目標として

います。  

3.2 経験目標（種類、内容、経験数、要求レベル、学習法および評価法等） 

[参照資料] 

すべての附属資料は、日本整形外科学会ホームページ内で見ることができます。 

日本整形外科専門研修プログラム整備基準及び付属資料  

（ https://www.joa.or.jp/edu/specialist_program/index.html ） 

1) 経験すべき疾患・病態、診察・検査、手術・処置など

整形外科専門研修カリキュラム（附属資料 3）に明示された経験すべき診察・検査等、手術・

処置等の行動目標に沿って研修します。年次毎の到達目標は専門知識習得の年次毎の到達目標

（附属資料 1）および専門技能習得の年次毎の到達目標（附属資料 2）を参照して下さい。

2) 地域医療の経験（病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療など）

整形外科専門研修カリキュラムの中にある地域医療の項目（附属資料 13）に沿って、周辺の医療

施設との病診・病病連携の実際を経験します。例えば、ADL の低下した患者に対して、在宅医療

やケア専門施設などを活用した医療を立案する等、地域の医療資源や救急体制、地域の 

特性に応じた病診連携、病病連携のあり方について理解して実践できることを目標とします。 

3) 学術活動

研修期間中に日本整形外科学会が主催又は認定する教育研修会を受講し、所定の手続により

30 単位を修得します。また、臨床的な疑問点を見出して解明しようとする意欲を持ち、その解

答を科学的に導きだし、論理的に正しくまとめる能力を修得するため、研修期間中 1 回以上の

学会発表、筆頭著者として 1 編以上の論文を作成します

3.3 専門研修後の成果 

総合大雄会病院整形外科研修プログラムを修了した専攻医は、あらゆる運動器に関する科学的知

識と高い社会的倫理観を備え、進歩する医学の新しい知識と技能を修得できるような幅広い基本的

な臨床能力（知識・技能・態度）が身についた整形外科専門医となることができます。  

また、同時に専攻医は研修期間中に以下の基本的臨床能力（コアコンピテンシー）も習得できま

す。  

① 患者への接し方に配慮し、患者や医療関係者とのコミュニケーション能力を磨くこと。

② 自立して、誠実に、自律的に医師としての責務を果たし、周囲から信頼されること（プロ

フェッショナリズム）。

③ 診療記録の適確な記載ができること。

④ 医の倫理、医療安全等に配慮し、患者中心の医療を実践できること。

⑤ 臨床から学ぶことを通して基礎医学・臨床医学の知識や技術を修得すること。

⑥ チーム医療の一員として行動すること。

https://www.joa.or.jp/edu/specialist_program/index.html
https://www.joa.or.jp/edu/specialist_program/index.html
https://www.joa.or.jp/edu/specialist_program/index.html
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⑦ 後輩医師に教育・指導を行うこと。

⑧ 地域医療の重要性を十分に理解し、地域住民の健康維持向上に貢献すること。

4. 研修方法

4.1 基本方針

整形外科専門研修カリキュラム（附属資料３）に沿って、基幹施設である総合大雄会病院およ

び４つの連携施設において研修を行います。専門知識習得の年時毎の到達目標と専門技能修得の

年時毎の到達目標は、附属資料１「専門知識習得の年次毎の到達目標」、附属資料 2「専門技能

習得の年次毎の到達目標」を参照して下さい。   

研修実績の記録と評価には、日本整形外科学会整形外科専門医管理システムを用います。専攻

医は、各研修領域終了時および研修施設移動時に日本整形外科学会が作成したカリキュラム成績

表の自己評価欄に行動目標毎の自己評価を行います。また指導医評価表で指導体制、研修環境に

対する評価を行います。  

指導医は、専攻医が行動目標の自己評価を終えた後にカリキュラム成績表の指導医評価欄に専

攻医の行動目標の達成度を評価します。また、指導医は抄読会や勉強会、カンファランスの際に

専攻医に対して教育的な建設的フィードバックを行います。   

研修実績と評価をもとに、専門研修最終年度の 3 月に研修プログラム管理委員会 において、

専門研修修了判定を行います。このプログラムおよび専門研修プログラム管理委員会はサイトビ

ジットを含む 第 3 者の評価・指導を受けます。その際には研修プログラム統括責任者、研修連

携施設指導管理責任者、指導医ならびに専攻医は真摯に対応いたします。  

4.2 研修計画 

整形外科の研修で経験すべき疾患・病態は、骨、軟骨、筋、靱帯、神経などの運動器官を形成

するすべての組織の疾病・外傷・加齢変性です。また多様な疾患に対する専門技能を研修するた

めに、整形外科専門研修は 1ヶ月の研修を 1 単位とする単位制をとり、全カリキュラムを脊

椎、上肢・手、下肢、外傷、リウマチ、リハビリテーション、スポーツ、地域医療、小児、腫瘍

の 10 の研修領域に分割し、それぞれの領域で定められた修得単位数以上を修得し、3 年 9ヶ月

で 45 単位を修得する修練プロセスで研修します。  

経験すべき疾患・病態、診察・検査等、手術処置等は、整形外科専門研修カリキュラムに明示

された症例数以上を総合大雄会病院及び連携施設で偏りがないように経験することができま 

す。各領域の必要単位は整形外科専攻医研修マニュアル（附属資料 13）を参照してください。  

1) 専門知識の習得計画

本研修プログラムでは、専門知識を整形外科専門研修カリキュラムに沿って研修し、専門

医として必要な運動器に関する科学的知識を身につけます。各専門領域の指導医よりアドバ

イスを受け、フィードバックをするとともに適切な治療方針を決定し、その後の診療を科学

的に行えるようにします。

専門知識習得の年次ごとの到達目標は 6ヵ月毎に評価します（自己評価および指導医評

価）。研修プログラム管理委員会による専攻医面接を年 1回行い、自己評価表、指導医によ

る評価表を基に知識習得に関する目標設定・取得単位調整・指導を行います。  

自己学習として日本整形外科学会や関連学会が認定する教育講演受講、日本整形外科学

会が 作成する e-Learning や Teaching file などを活用して、より広く、より深く学習す
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ることができます。日本整形外科学会作成の整形外科卒後研修用 DVD 等を利用することに

より、診断・検査・ 治療等についての教育を受けることもできます。]  

2) 専門技能の習得計画

本研修プログラムでは、専門技能についても整形外科専門研修カリキュラムに沿って研修

し、整形外科専門医として、あらゆる運動器に関する幅広い基本的な専門技能（診察、検

査、診断、処置、手術など）を身につけます。術者として経験すべき症例については、整形

外科専門研修カリキュラムに示した（Ａ：それぞれについて最低 5例以上経験すべき疾患、

Ｂ：それぞれについて最低 1例以上経験すべき疾患）疾患の中のものとします。

術前術後カンファレンスにおいて手術報告をすることで、手技および手術の方法や注意点

を深く理解し、整形外科的専門技能の習得を行います。技能能習得状況も 6ヵ月毎に評価し

ます（自己評価および指導医評価）。専門研修プログラム管理委員会による専攻医面接を年 1

回行い、評価したデータをまとめ、技能習得に関する目標設定・取得単位調整・指導を行い

ます。必要に応じて技能習得に関する目標設定・取得単位調整・指導を行います。

3) 地域医療に関する研修計画

総合大雄会病院は域医療支援病院に指定されており、十分な地域医療の研修が可能です。

具体的には地域の救急体制、病診連携、病病連携、在宅医療、医療福祉の連携について理解

し、これらにのっとった医療の計画を立てられるようになります。さらに、連携施設である

足助病院、千秋病院において一般的な整形疾患について学ぶことができます。

4) 学術活動における研修計画

研修期間中に日本整形外科学会が主催又は認定する教育研修会を受講し、所定の手続によ

り 30 単位を修得します。また、1 回以上の学会発表、筆頭著者として 1 編以上の論文を作

成します。

5) コアコンピテンシーの研修計画

整形外科専門医としての臨床能力（コンピテンシー）には、専門的知識・ 技能だけでな

く、医師としての基本的診療能力（コアコンピテンシー）が 重要であることから、どの領域

から研修を開始しても基本的診療能力（コアコンピテンシー）を身につけさせることを重視

しながら指導し、さらに 専攻医評価表を用いてフィードバックをすることによって基本的診

療能力（コアコンピテンシー）を早期に獲得させます。

6) サブスペシャルティ領域との連続性について

整形外科専門医のサブスペシャルティ領域として、日整会認定リウマチ医、 日整会認定

スポーツ医、日整会認定脊椎脊髄病医、日整会認定運動器リハビリテーション医がありま

す。各領域には専門学会があり、それぞれ認定医、認定指導医資格を取得できる領域もあり

ます。本プログラムの総合大雄会病院および連携施設にはこれらサブスペシャルティ領域の

研修施設が含まれおり、整形外科専門研修期間に研修を行うことができ、専攻医のサブスペ

シャルティ領域の専門研修や学術活動を支援します。

4.3 専門研修の評価  

1) 評価方法とシステム

研修実績の記録と評価は、日本整形外科学会が作成した整形外科専門医管理システムを用い

て web で入力します。専攻医は、各研修領域終了時および研修施設移動時に日本整形外科学
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会が作成したカリキュラム成績表（資料 7）の自己評価欄に行動目標毎の自己評価を行いま

す。また指導医評価表（資料 8）で指導体制、研修環境に対する評価を行います。  

指導医は、専攻医が行動目標の自己評価を終えた後にカリキュラム成績表（資料 7）の指導

医評価欄に専攻医の行動目標の達成度を評価します。  

専攻医に対する評価判定に他職種（看護師、技師等）の医療従事者の意見も加えて、医師と

しての全体的な評価を行い選考医評価表（資料 10）に記入します。選考医評価表には指導医名

以外に医療従事者代表名を記入します。  

2) 評価の時期と責任者

年次毎の評価は専門研修基幹施設や連携施設の専門研修指導医が行います。研修期間全体の

評価は、専門研修 4年目の 12月に研修目標達成度評価報告と経験症例数をもとに、専門研修

基幹施設の研修プログラム委員会において総合評価を行い、専門的知識、専門的技能、医師と

しての倫理性、社会性などを習得したかについて判定します。  

3) 終了判定の時期と方法および評価内容

専門研修 4年目の 3月に、研修基幹病院の整形外科専門研修プログラム管理委員会におい

て、各連携施設の指導管理責任者を交えて終了判定を行います。修了認定には以下の全てを満

たす必要があります。  

① 各修得すべき領域分野に求められている必要単位を全て満たしている。

② 行動目標のすべての必修項目について目標を達成している。

③ 臨床医として十分な適性が備わっている。

④ 研修期間中に日本整形外科学会が主催又は認定する教育研修会を受講し、所定の手

続に より 30 単位を修得している。

⑤ 1 回以上の学会発表、筆頭著者として 1 編以上の論文がある。

5. 当院研修プログラムの管理、運営体制

5.1 プログラムの運営体制

専門研修基幹施設である総合大雄会病院は、整形外科専門研修プログラム管理委員会を置き、

研修プログラム統括責任者を委員長として、定期委員会を年 1 回開催します。定期委員会におい

て専門研修プログラムの改善点について検討し、必要に応じてプログラム改定を行います。  

基幹病院においては、専門研修プログラム統括責任者および指導医の協力、また連携施設にお

いては各連携施設の指導管理責任者および各連携施設指導医の協力のもと、専攻医の評価体制を

整備します。  

専門研修プログラムの改善のため、日本整形外科学会が作成した指導医評価表（資料 8）や専

攻医評価表（資料 10）などを用いた評価システムにより専攻医、指導医の評価を双方向にフィ

ードバックします。この際、専攻医が指導医や研修プログラムに対する評価を行うことで各専攻

医に不利益を被ることがないことを保証します。  

5.2 基幹施設の役割  

基幹施設である総合大雄会病院は専門研修プログラムを管理し、プログラムに参加する専 

攻医および連携施設を統括します。   
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総合大雄会病院は研修環境を整備し、専攻医が整形外科の幅広い研修領域が研修でき、研修修

了時に修得すべき領域の単位をすべて修得できるような専門研修施設群を形成し、専門研修プロ

グラム管理委員会を中心として、専攻医と連携施設を統括し、専門研修プログラム全体の管理を

行います。  

5.3 指導医の資格と役割 

本研修プログラムの指導医とは、専門研修認定施設に勤務し、整形外科専門医の資格を 1 回

以上更新し、なおかつ日本整形外科学会が開催する指導医講習会を 5 年に 1 回以上受講してい

る整形外科専門医です。  

指導医は整形外科指導医マニュアル（付属資料 12）に従って専攻医を指導します。指導医の

指導技能向上のためのセミナーを専門研修プログラム管理委員会が企画・開催します。厚生労

働省および日本整形外科学会主催の指導医講習会へ参加し、その参加状況を年 1回専門研修プ

ログラム管理委員会に報告します。

5.4 プログラム管理委員会の役割と権限 

整形外科研修プログラム委員会は以下の役割と権限をもって活動します。 

① 研修プログラムの作成や研修プログラム相互間の調整、専攻医の管理及び専攻医の採用・中

断・修了の際の評価等専門医研修の実施の統括管理を行います。

② 研修の評価及び認定において、必要に応じて指導医から各専攻医の研修進捗状況について情

報提供を受けることにより、各専攻医の研修進捗状況を把握、評価し、修了基準に不足して

いる部分についての研修が行えるよう、整形外科専門研修プログラム統括責任者や指導医に

指導・助言する等、有効な研修が行われるよう配慮します。

③ 専攻医が研修を継続することが困難であると認める場合には、当該専攻医がそれまでに受け

た専門医研修に係る当該専攻医の評価を行い、管理者に対し、当該専攻医の専門医研修を中

断することを勧告することができます。

④ 専攻医の研修期間の終了に際し、専門医研修に関する当該専 攻医の評価を行い、管理者に対

し当該専攻医の評価を報告します。

⑤ 専門研修プログラム統括責任者は、整形外科専門研修プログラム管理委員会における評価に

基づいて、専攻医の最終的な研修終了判定を行います。

5.5 プログラム統括責任者の資格基準・役割・権限 

整形外科領域における十分な診療経験と教育指導能力を有し、医学博士号またはピアレビュー

を受けた英語による筆頭原著論文 3編を有する者をプログラム統括責任者とします。専門研修基

幹施設である総合大雄会病院のプログラム統括責任者もこの基準を満たしており、以下の役割と

権限を担います。  

① 専門研修プログラムの作成、運営、管理

② 専攻医の採用・修了判定

5.6 専攻医の就業環境の整備機能（労務管理） 

専攻医の労働環境、労働安全、勤務条件などは、専攻医が在籍する基幹施設、連携施設の各医

療機関の病院規定によるものとします。  



労働条件について各研修施設の責任者は専攻医の適切な労働条件の整備に努めます。具体的に

は、  

専攻医の心身の健康維持に配慮し、過剰な時間外勤務の禁止を含めた労働時間、休日、当直業

務、給与等について評価し、必要があれば改善を行います。  

専門研修プログラム管理委員会は、専攻医に対するアンケートと面接で各施設の就業環境を調

査します。就業環境に改善が必要であると判断した場合には、当該施設の施設長、専門研修指導

責任者に文書で通達・指導します。  

6. 整形外科研修の休止、中断、プログラムの移動、プログラム外研修の条件

傷病、妊娠、出産、育児、その他やむを得ない理由がある場合の休止期間は合計 6ヶ月間以内

とします。限度を超えたときは、原則として少なくとも不足期間分を追加履修することとなりま

す。疾病の場合は診断書の、妊娠・出産の場合はそれを証明するものの添付が必要です。留学、

診療実績のない大学院の期間は研修期間に組み入れることはできません。また研修の休止期間が

6ヶ月を超えた場合には、専門医取得のための専門医試験受験が 1年間遅れる場合もあります。  

専門研修プログラムの移動に際しては、移動前・後のプログラム統括責任者及び整形外科領域

の研修委員会の同意が必要です。  

7. 研修プログラムの施設群と研修スケジュール、ローテーション

7.1 研修プログラムの施設群 

専門研修基幹施設である総合大雄会が行う本研修プログラムの連携施設は、多数あり、本研修プ
ログラムはこれらの連携施設の協力で整形外科専門研修カリキュラム（付属資料 3）にあるすべ
ての分野を 4年間で研修することができます。豊富な症例を経験しながら、専門分野ごとの症例
検討会や抄読会などより専門的な知識・技能を指導します。各関連施設においてもそれぞれの施
設の特色を生かし、専門的、実践的な技術を指導いたします。

厚生連稲沢厚生病院 119

厚生連足助病院 42

豊橋医療センター 1,078

豊川市民病院 1,215

1,369

827

大垣市民病院 1,304

厚生連中濃厚生病院 790

いなべ総合病院 709

総合大雄会病院 1,109

名古屋徳洲会総合病院 934

名古屋共立病院 410

菰野厚生病院
118

蒲郡市民病院 438

新百合ヶ丘総合病院 727

総合南東北病院 1636

7.2 研修スケジュール、ローテンション 

専門研修基幹施設

　総合大雄会病院整形外科が専門研修基幹施設となります。

専門研修連携施設

　総合大雄会病院整形外科専門研修プログラムの施設群を構成する連携病院は

  以下のとおりです。専門研修連携施設の認定基準を満たしています。

・名古屋市立大学病院　・名古屋市立大学医学部附属東部医療センター　

・名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　・名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院

・名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院　・名鉄病院

・名古屋市立大学医学部附属ハビリテーション病院　・春日井市民病院　・小牧市民病院

・公立陶生病院　・海南病院　・知多厚生病院　・稲沢厚生病院　・豊橋医療センター

・豊川市民病院　・大垣市民病院中濃厚生病院　・なべ総合病院　・名古屋徳洲会総合病院

・名古屋共立病院　・菰野厚生病院　・蒲郡市民病院　・新百合ヶ丘総合病院　

・総合南東北病院　・大阪大学医学部附属病院　・大阪労災病院　

・大阪急性期・総合医療センター　・大阪病院　・星ヶ丘医療センター　・大阪医療センター

専門研修施設群の地理的範囲

　総合大雄会病院整形外科専門研修プログラムの専門研修施設群は一宮市、名古屋市内

　および近隣の愛知県弥富市、稲沢市、小牧市、春日井市、瀬戸市、豊田市、豊川市、

　豊橋市、蒲郡市、美浜町、岐阜県、三重県、神奈川県、福島県、大阪府にあります。

　施設群の中には地域中核病院が含まれています。
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＊：土曜日外来は輪番制 

② 専攻医別研修（例）

7.2 研修スケジュール、ローテンション 

総合大雄会病院整形外科専門研修プログラムは、総合大雄会病院および連携施設群をローテー

ションすることにより、幅広い分野の研修が可能です。これらの連携施設の特徴に合わせて各施

設と事前に協議し、専攻医の将来の希望を考慮してフレキシブルな研修ローテーションを組むこ

とができます。例えば、研修初期では外傷についての研修に重点を置いて、その後サブスペシャ

リティーについての研修を行うようなローテーションも可能ですし、初期に幅広い分野の研修を

行った後、興味を持った分野の単位を流動単位として修得するというパターンもあります。
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③ 2024年手術件数
研修病院群と指導可能な研修領域と施設としての研修担当分野
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必要書類 : 申請書類については総合大雄会ホームページからダウンロードできます。   

① 申請書

② 履歴書

③ 医師免許証（コピー）

④ 医師臨床研修修了登録証（コピー）

⑤ 健康診断書

【募集期間】 

毎年  7月～ 

【問い合わせ先】 

〒491-8551 愛知県一宮市桜 1丁目 9番 9号 

総合大雄会病院 整形外科（運動器再建・外傷センター） 

担当： 犬飼智雄 （研修プログラム統括責任者）  

Tel： 0586-72-1211 Fax：0586-24-8853 

HP： https://www.daiyukai.or.jp/organization/specialist_program/ 

【病院見学の申し込みについて】  

総合大雄会病院では随時、病院見学を受け付けております。 見学日程など（午前、午後、手

術見学や医師、コメディカルの話を聞きたいなど）お気軽にお申し込みください。  

【見学の問い合わせ先】〒491-8551 愛知県一宮市桜 1丁目 9番 9号

総合大雄会病院  臨床研修センター担当：地搗  

電話：070-6985-8303 FAX：0586-24-8853 ﾒｰﾙ：resident-c@daiyukai.or.jp  

7．募集人数と応募方法 

【専攻医受入数】 

各年次 3名 合計 12 名 

＊各専攻医指導施設の専攻医受入数の上限は、当該年度の指導医数および各施設の症例数（新患

数及び手術数）から算出され、各年次 3名、4年間で12名をけ入れ数とします。 

【応募方法】  応募に必要な以下の書類を郵送または eメールで下記に送ってください。 

選考は面接で行います。 

https://www.daiyukai.or.jp/organization/specialist_program/
https://www.daiyukai.or.jp/organization/specialist_program/
https://www.daiyukai.or.jp/organization/specialist_program/



